
法第1186号
令和６年４月30日


公益社団法人・公益財団法人の代表者　様

大阪府知事　吉村　洋文　　　


大阪府所管の公益法人における事業報告等に係る提出書類の
別表Ｈ（１）に関する対応について（通知）

日頃から様々な公益活動を実施されておられることに敬意を表します。
さて、令和５年12月４日に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施
行規則（平成19年内閣府令第68号）の一部を改正する内閣府令が施行されました。
これまで標記に関する大阪府所管の公益法人における対応は、令和４年７月15日付
法第1645号にて通知のとおりとしておりましたが、上記改正に伴い、令和５年度分の定期提出書類より下記のとおりとしますので通知します。

記

・ 事業報告等に係る提出書類の別表Ｈ（１）１欄においてマイナスが生じた場合には、当該欄は零としてください。
・上記別表２欄は、前事業年度の１欄の金額を記載してください。

